
年管発 1212 第１号 

平成 30 年 12 月 12 日 

 

日本年金機構理事長 殿 

 

厚生労働省大臣官房年金管理審議官 

（公 印 省 略）   

 

平成 30 年北海道胆振東部地震における厚生年金保険料等に関する 

納期限等の指定について 

 

 平成 30 年北海道胆振東部地震による災害に伴う厚生年金保険料等の納期限

については、平成 30 年 10 月 17 日厚生労働省告示第 362 号が公布・施行され、

北海道の一部地域に所在する事業所等について、別途厚生労働省告示により定

められる期日まで延長されたところであるが、本日、厚生労働省告示第 411 号

が公布・施行され、延長後の納期限等は下記のとおりとなるので了知されたい。 

 

記 
 
１ 延長後の納期限 

平成 31 年１月 31 日 

 

２ 延長後の納期限が定められた対象地域 

  北海道勇払郡厚真町、勇払郡安平町及び勇払郡むかわ町の地域 

 

３ 対象となる保険料 

平成 30 年９月６日から平成 31 年１月 30 日までに納期限が到来する保険

料等（平成 30 年８月分から平成 30 年 11 月分までの保険料等） 

 

 

 



平成年月日 水曜日 第号官 報

〔
省

令
〕

〇
独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
の
業

務
運
営
等
に
関
す
る
省
令
及
び
独
立
行
政

法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
の
農
業
信
用
保

険
業
務
、
林
業
信
用
保
証
業
務
及
び
漁
業

信
用
保
険
業
務
に
係
る
財
務
及
び
会
計
に

関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
財
務
・
農
林
水
産
四
）

〔
告

示
〕

〇
残
留
性
有
機
汚
染
物
質
に
関
す
る
ス
ト
ッ

ク
ホ
ル
ム
条
約
の
附
属
書
Ａ
及
び
附
属
書

Ｃ
の
改
正
に
関
す
る
件
（
外
務
三
八
〇
）

〇
円
借
款
の
供
与
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と

フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
国
政
府
と
の
間
の
書
簡

の
交
換
に
関
す
る
件
（
同
三
八
一
）

〇
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
・
イ
ス
ラ
ム
共
和
国
に

お
け
る
小
児
感
染
症
予
防
計
画
の
た
め
の

贈
与
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
国
際
連
合

児
童
基
金
と
の
間
の
書
簡
の
交
換
に
関
す

る
件
（
同
三
八
二
）

労

働

船
員
の
特
定
最
低
賃
金
の
改
正
に
係
る
交
通

政
策
審
議
会
の
意
見
に
関
す
る
公
示

（
国
土
交
通
省
最
低
賃
金
公
示
三
）

国
土
調
査
法
に
基
づ
く
国
土
調
査
と
同
一
の

効
果
が
あ
る
も
の
と
し
て
の
指
定
の
公
告

（
国
土
交
通
省
）

〔
公

告
〕

諸
事
項

官
庁財

団
、
有
権
者
申
出
方
、
所
得
税
法
第
二

一
四
条
の
規
定
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
非

居
住
者
関
係

裁
判
所

相
続
、
公
示
催
告
、
失
踪
、
破
産
、免
責
、

特
別
清
算
、
会
社
更
生
、
再
生
関
係

会
社
そ
の
他

〇
イ
エ
メ
ン
共
和
国
に
お
け
る
ア
デ
ン
市
及

び
ム
カ
ッ
ラ
市
に
お
け
る
廃
棄
物
処
理
及

び
上
下
水
道
機
関
に
対
す
る
危
機
対
応
支

援
計
画
の
た
め
の
贈
与
に
関
す
る
日
本
国

政
府
と
国
際
連
合
開
発
計
画
と
の
間
の
書

簡
の
交
換
に
関
す
る
件
（
同
三
八
三
）

〇
シ
リ
ア
・
ア
ラ
ブ
共
和
国
に
お
け
る
東

グ
ー
タ
に
お
け
る
人
道
的
早
期
復
旧
及
び

強
靭
性
強
化
計
画
の
た
め
の
贈
与
に
関
す

る
日
本
国
政
府
と
国
際
連
合
開
発
計
画
と

の
間
の
書
簡
の
交
換
に
関
す
る
件

（
同
三
八
四
）

〇
平
成
三
十
年
台
風
第
二
十
一
号
に
係
る
関

税
法
第
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

指
定
地
域
に
つ
い
て
別
に
定
め
る
日
を
指

定
す
る
件
（
財
務
三
三
四
）

〇
平
成
三
十
年
北
海
道
胆
振
東
部
地
震
に
係

る
関
税
法
第
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
指
定
地
域
に
つ
い
て
別
に
定
め
る
日

を
指
定
す
る
件
（
同
三
三
五
）

〇
租
税
特
別
措
置
法
第
九
十
三
条
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
平
成
三
十
一
年
の
同
項

に
規
定
す
る
財
務
大
臣
が
告
示
す
る
割
合

を
告
示
す
る
件
（
同
三
三
六
）

〇
北
海
道
の
一
部
の
地
域
に
お
け
る
国
税
に

関
す
る
申
告
期
限
等
を
指
定
す
る
件

（
国
税
庁
二
六
）

〇
北
海
道
の
一
部
の
地
域
に
お
け
る
社
会
保

険
料
及
び
労
働
保
険
料
等
に
関
す
る
納
期

限
等
を
指
定
す
る
件（
厚
生
労
働
四
一
一
）

〇
北
海
道
の
一
部
の
地
域
に
お
け
る
事
業
主

掛
金
及
び
企
業
型
年
金
加
入
者
掛
金
に
関

す
る
納
付
の
期
限
を
指
定
す
る
件

（
同
四
一
二
）

〇
公
的
年
金
制
度
の
健
全
性
及
び
信
頼
性
の

確
保
の
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
八
条
に
規
定

す
る
責
任
準
備
金
相
当
額
の
算
出
方
法
の

一
部
を
改
正
す
る
件
（
同
四
一
三
）

〇
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
件

（
農
林
水
産
二
六
八
四
〜
二
六
八
八
）

〇
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
件

（
同
二
六
八
九
〜
二
六
九
八
）

〇
特
定
物
質
等
の
規
制
等
に
よ
る
オ
ゾ
ン
層

の
保
護
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
許
可
製
造
数
量
の
増
加
許

可
申
請
の
受
付
期
間
を
定
め
る
件

（
経
済
産
業
二
三
九
）

〇
砂
防
法
第
二
条
の
土
地
を
指
定
す
る
と
と

も
に
、
直
轄
砂
防
工
事
を
施
行
す
る
件

（
国
土
交
通
一
三
二
一
）

〇
砂
防
法
第
二
条
の
土
地
を
指
定
す
る
件

（
同
一
三
二
二
、
一
三
二
三
）

〇
海
上
に
お
け
る
射
撃
訓
練
を
実
施
す
る
件

（
防
衛
二
五
二
〜
二
五
五
）

〇
海
上
自
衛
隊
の
使
用
す
る
船
舶
の
信
号
符

字
を
付
与
す
る
件
（
同
二
五
六
）

〇
道
路
に
関
す
る
件

（
東
北
地
方
整
備
局
二
二
六
）

〔
国
会
事
項
〕

〔
人
事
異
動
〕

法
務
省

文
部
科
学
省

〔
皇
室
事
項
〕

〔
官
庁
報
告
〕

官
庁
事
項

会
計
検
査
院
法
施
行
規
則
第
八
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
院
長
が
欠
け
た
と
き
又
は

事
故
の
あ
る
と
き
に
、
そ
の
職
務
を
代
わ
っ

て
行
う
検
査
官
を
定
め
た
件

（
会
計
検
査
院
公
示
一
）






